
見附市告示第５３号 

見附市結婚新生活支援補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定め

る。 

令和７年３月３１日 

見附市長  稲 田  亮 

見附市結婚新生活支援補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

見附市結婚新生活支援補助金交付要綱（令和５年見附市告示第１４２号）の一部

を次のように改正する。 

第２条第１号中「令和６年１月１日から令和７年３月３１日」を「補助金の交付

を申請する日の属する年度（以下「申請年度」という。）の前年度の１月１日から

申請年度の２月末日」に改める。 

第３条第２号中「令和５年分」を「補助金の交付を申請する日の属する年の前年

（補助金の交付を申請する日の属する月が１月又は２月の場合にあっては、前々年。

以下同じ。）」に改め、同号ただし書中「令和５年」を「補助金の交付を申請する

日の属する年の前年」に改める。 

第４条第１項中「令和６年４月１日から令和７年３月３１日」を「申請年度の４

月１日から２月末日」に改める。 

第６条第３号中「夫婦双方の令和５年分」を「補助金の交付を申請する日の属す

る年の前年の夫婦双方」に改める。 

様式第６号中 

「令和 年度に限り、見附市結婚新生活支援補助金交付要綱第６条の規定による

申請を行うことができます。」の次に「なお、令和 年度の事業実施を確約するも

のではありません。」を加える。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 


